
 

 

 
 

 

 

 

 

 

≪ 2019 年 2 月 ≫ 

平成３０年分の確定申告は、 
「申告書の提出期限」と「納税の期限」、 
どちらも３月１５日（金）です！ 
どうぞ、お早めのご準備をお願いいたします。 
 
なお、例年確定申告をされていない場合でも、 
「もしかして確定申告必要!?」と気になった際は、お気軽にお問い合わせください。 

個人事業主の方などはお馴染みの確定申告。 
「そろそろ、またこの時期だなぁ…」と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。 
一方、勤務先からのお給与収入のみの方には、無縁と思われる確定申告。 
“年末調整”がお済みの方は原則として不要ですが、必要な方もいらっしゃいますのでご確認くださいね！ 
今月は、所得税の計算方法をご案内いたします。 
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「平成 30 年分 確定申告」の申告納期限は３月１５日（金）！ 
準備とともに所得税の計算方法を再確認しましょう！ 

税務の話題 

その年（今回は平成 30 年）の収入を 
10 種類に区分します

給与 

雑 配当 

事業 一時 

退職 利子 

譲渡 

山林 

 

収⼊の性格に応じて 
計算するため、 

グループ分けします。 
お給料は「給与所得」 

個⼈事業の⽅は「事業所得」 
不動産経営は「不動産所得」 

年⾦は「雑所得」です。 

それぞれの区分ごとに 
「所得」を計算します

【収入 － 経費 ＝ 所得】 

「収入」と「所得」は別モノなのです！ 
 

「所得」とは！？  
「事業所得」「不動産所得」は、 

損益［売上（収⼊）−経費］から、 
⻘⾊申告の⽅は特別控除額を引いた額。  
「給与所得」＝いわゆるサラリーマンは 
実際の経費集計は実質不可能なので、 
収⼊に応じて概算で決められている 

給与所得控除額を引いた額。 
「所得」（の一部）を合算します 

給与 雑

配当 
事業 一時 

利子 譲渡 

譲渡 

退職 

山林 ※一部 

※一部 
「所得控除額」を計算します 

生命保険料控除  配偶者控除 
医療費控除  扶養控除 
寄附金控除  基礎控除 

など 全部で 14 種類！

所得税額を計算します 
（所得－所得控除額）×所得税率 

１ ２

３ 

４

５

３ で合算した所得と、         は金額に

応じて、税率が決められています。 

合算しなかった      は、内容によって税率が

決まっています。 

退職 山林

譲渡 

 

納税額を計算します 
所得税額－税額控除額

６ 

５ で計算した所得税額から、住宅 

借入金等特別控除額（いわゆる住宅ローン

控除）を引いて、納税額を計算します。 

この後、復興特別所得税額が上乗せされるため、 
上記の金額に 102.1%を乗じます。 

（注）説明簡略化の都合上、一部、法令に則っていない表現もございます。ご了承ください。

 

おまけ 
「確定申告が必要な⽅」とは…  

① 所得があり、税額が出る⽅。 
② ２ヶ所以上から給与を受け取っている⽅。 
③ 年末調整が済んでいない⽅。 
④ 医療費控除など、年末調整で適⽤していない
  所得控除を受ける⽅。 
            など 

「ふるさと納税」は 
寄附⾦控除で！ 

（ワンストップ特例不適⽤の場合） 


